
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

一

二

六

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
二
六
号

平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
天
下
り
・
渡
り
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
天
下
り
・
渡
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
（
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
日
本
開
発
銀
行
及
び
北
海
道
東
北
開
発
公
庫
を
含
む
。
）
の
過

去
二
十
年
間
（
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
六
日
前
の
二
十
年
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お

い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
（
職
務
の
専
門
性

等
を
踏
ま
え
、
専
ら
教
育
、
研
究
又
は
医
療
に
従
事
し
た
者
、
国
家
公
務
員
と
し
て
の
勤
務
が
一
時
的
で
あ
っ
た
者
及
び
国

家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
九
条
第
四
項
等
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
手
当
を
支
給

さ
れ
て
い
な
い
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

吉
岡
孝
行
（
大
正
十
四
年
九
月
二
十
八
日
、
北
海
道
開
発
事
務
次
官
）
が
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
五
月
二

十
二
日
ま
で
、
北
村
恭
二
（
昭
和
八
年
一
月
十
八
日
、
大
蔵
省
証
券
局
長
）
が
昭
和
六
十
二
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二

年
七
月
十
六
日
ま
で
、
高
橋
元
（
大
正
十
三
年
一
月
四
日
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
）
が
昭
和
六
十
二
年
十
月
九
日
か
ら

平
成
四
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
濱
岡
平
一
（
昭
和
八
年
八
月
十
三
日
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
）
が
昭
和
六
十
三
年
六
月

一



三
十
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
二
十
二
日
ま
で
、
熊
代
健
（
昭
和
九
年
三
月
十
七
日
、
運
輸
省
地
域
交
通
局
長
）
が
昭
和
六
十

三
年
六
月
三
十
日
か
ら
平
成
三
年
六
月
二
十
日
ま
で
、
滝
澤
浩
（
昭
和
九
年
二
月
十
一
日
、
北
海
道
開
発
庁
計
画
監
理
官
）

が
平
成
元
年
五
月
十
七
日
か
ら
平
成
五
年
六
月
十
六
日
ま
で
、
篠
原
忠
良
（
昭
和
五
年
七
月
十
六
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
審

議
官
）
が
平
成
元
年
六
月
三
十
日
か
ら
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
沼
倉
吉
彦
（
昭
和
十
二
年
四
月
二
十
九
日
、
通
商
産

業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
元
年
七
月
十
一
日
か
ら
平
成
五
年
六
月
二
十
八
日
ま
で
、
中
里
煥
（
昭
和
三
年
一
月
一
日
、
衆

議
院
事
務
局
庶
務
部
長
）
が
平
成
元
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
平
成
五
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
、
�
島
義
光
（
昭
和
十
一
年
一

月
十
七
日
、
大
蔵
省
関
税
局
長
）
が
平
成
二
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
四
年
七
月
十
日
ま
で
、
山
本
雅
司
（
昭
和
十
二
年
一

月
二
十
四
日
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
）
が
平
成
二
年
八
月
十
五
日
か
ら
平
成
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
窪
田
弘
（
昭
和

六
年
七
月
四
日
、
国
税
庁
長
官
）
が
平
成
三
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
五
年
一
月
二
十
日
ま
で
、
中
田
一
男
（
昭
和
十
年

二
月
十
八
日
、
北
海
道
開
発
事
務
次
官
）
が
平
成
三
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
六
月
十
二
日
ま
で
、
佐
々
木
建
成
（
昭
和

十
二
年
三
月
二
十
八
日
、
運
輸
省
地
域
交
通
局
長
）
が
平
成
三
年
七
月
二
日
か
ら
平
成
四
年
七
月
十
三
日
ま
で
、
松
野
允
彦

（
昭
和
十
三
年
三
月
二
十
七
日
、
大
蔵
省
証
券
局
長
）
が
平
成
四
年
七
月
十
日
か
ら
平
成
六
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
山
本
貞

一
（
昭
和
十
三
年
二
月
十
六
日
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
）
が
平
成
四
年
七
月
十
日
か
ら
平
成
七
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、

二



大
金
瑞
穂
（
昭
和
十
二
年
八
月
五
日
、
運
輸
省
海
上
交
通
局
長
）
が
平
成
四
年
七
月
十
四
日
か
ら
平
成
六
年
六
月
七
日
ま
で
、

吉
野
良
彦
（
昭
和
五
年
九
月
一
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
年
一
月
一
日
ま
で
、
宍
倉
宗

夫
（
昭
和
七
年
八
月
四
日
、
防
衛
事
務
次
官
）
が
平
成
五
年
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
九
年
七
月
三
十
日
ま
で
、
小
川
雅
敏

（
昭
和
十
七
年
三
月
二
十
一
日
、
経
済
企
画
庁
長
官
官
房
経
済
企
画
参
事
官
）
が
平
成
五
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
七
月

十
五
日
ま
で
、
松
藤
哲
夫
（
昭
和
十
八
年
二
月
十
八
日
、
工
業
技
術
院
総
務
部
長
）
が
平
成
五
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
九
年

六
月
二
十
日
ま
で
、
高
橋
厚
男
（
昭
和
十
五
年
十
一
月
十
二
日
、
大
蔵
省
関
税
局
長
）
が
平
成
六
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成

十
年
七
月
十
四
日
ま
で
、
尾
松
伸
正
（
昭
和
十
七
年
一
月
二
日
、
運
輸
省
海
上
交
通
局
長
）
が
平
成
六
年
七
月
二
十
日
か
ら

平
成
九
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
竹
内
透
（
昭
和
十
四
年
五
月
六
日
、
北
海
道
開
発
事
務
次
官
）
が
平
成
七
年
七
月
五
日
か

ら
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
川
田
洋
輝
（
昭
和
十
六
年
五
月
六
日
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
）
が
平
成
七
年
七
月

十
日
か
ら
平
成
九
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
藤
田
尚
士
（
昭
和
九
年
一
月
二
十
九
日
、
大
蔵
省
主
計
局
局
付
）
が
平
成
八
年

七
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
半
田
博
保
（
昭
和
十
六
年
六
月
九
日
、
北
海
道
開
発
庁
計
画
監
理
官
）
が

平
成
八
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
二
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
岩
田
貞
男
（
昭
和
十
七
年
四
月
二
十
五
日
、
運
輸
省
海
上
交

通
局
長
）
が
平
成
九
年
七
月
四
日
か
ら
平
成
十
一
年
七
月
二
十
七
日
ま
で
、
佐
�
正
敏
（
昭
和
二
十
一
年
七
月
十
六
日
、
通

三



商
産
業
研
究
所
次
長
兼
研
究
部
長
）
が
平
成
九
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
石
黒
正
大
（
昭
和
十
七

年
五
月
八
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が
平
成
九
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
濱
本
英
輔
（
昭

和
十
一
年
七
月
二
日
、
国
税
庁
長
官
）
が
平
成
九
年
七
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
二
年
六
月
七
日
ま
で
、
小
粥
正
巳
（
昭
和
六

年
八
月
二
十
八
日
、
公
正
取
引
委
員
会
委
員
長
）
が
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
ま
で
、
山
口
公
生

（
昭
和
十
九
年
八
月
二
十
日
、
大
蔵
省
銀
行
局
長
）
が
平
成
十
年
七
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
三
年
七
月
二
十
六
日
ま
で
及
び

平
成
十
五
年
六
月
九
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
工
藤
桂
司
（
昭
和
十
一
年
二
月
三
日
、
衆
議
院
環
境
委
員
会

調
査
室
長
）
が
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
楠
木
行
雄
（
昭
和
二
十
年
八
月
六
日
、
海
上

保
安
庁
長
官
）
が
平
成
十
一
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
三
年
十
月
一
日
ま
で
、
北
村
歳
治
（
昭
和
十
八
年
十
月
十
七
日
、

大
蔵
省
財
政
金
融
研
究
所
次
長
）
が
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
稲
川
泰
弘
（
昭
和
十
九

年
一
月
一
日
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
）
が
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
四
月
一
日
ま
で
、
松
川
隆
志
（
昭

和
十
八
年
六
月
七
日
、
北
海
道
開
発
事
務
次
官
）
が
平
成
十
二
年
六
月
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
六
月
九
日
ま
で
、
金
子
孝
文

（
昭
和
十
九
年
十
一
月
二
日
、
経
済
企
画
庁
国
民
生
活
局
長
）
が
平
成
十
二
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
七
月
十
五
日

ま
で
、
小
村
武
（
昭
和
十
四
年
九
月
二
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
十
三
年
一
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日

四



ま
で
、
乾
文
男
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
七
日
、
金
融
庁
総
務
企
画
局
長
）
が
平
成
十
三
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
八
年

八
月
二
十
三
日
ま
で
、
�
橋
朋
敬
（
昭
和
二
十
年
一
月
五
日
、
国
土
交
通
省
自
動
車
交
通
局
長
）
が
平
成
十
三
年
十
月
一
日

か
ら
平
成
十
六
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
越
智
謙
二
（
昭
和
二
十
一
年
六
月
十
一
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十

四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
及
川
耕
造
（
昭
和
二
十
年
十
月
十
七
日
、
特
許
庁
長
官
）
が
平
成
十

五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
四
日
ま
で
、
深
谷
憲
一
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
九
日
、
海
上
保
安
庁
長
官
）
が

平
成
十
六
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
大
井
篤
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
十
四
日
、
経
済
産
業
省
大

臣
官
房
付
）
が
平
成
十
七
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
阿
部
健
（
昭
和
二
十
五
年
六
月
二
十
五

日
、
国
土
交
通
省
土
地
・
水
資
源
局
長
）
が
平
成
十
八
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
竹
内
洋

（
昭
和
二
十
四
年
七
月
十
四
日
、
財
務
省
関
税
局
長
）
が
平
成
十
八
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
現
在
ま
で
、
平
田
憲
一
郎
（
昭

和
二
十
五
年
十
一
月
七
日
、
国
土
交
通
省
鉄
道
局
長
）
が
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
小

島
康
壽
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
四
日
、
経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局
長
）
が
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年

九
月
三
十
日
ま
で
、
藤
井
秀
人
（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日
、
財
務
事
務
次
官
）
が
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
現
在

ま
で
、
�
藤
博
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
三
日
、
東
京
税
関
長
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

五



二
に
つ
い
て

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
の
過
去
二
十
年
間
の
役
員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係

書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

柳
川
成
顕
（
昭
和
五
年
四
月
二
十
八
日
、
総
理
府
賞
勲
局
長
）
が
昭
和
六
十
一
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
年
七
月
十
五

日
ま
で
、
藤
仲
貞
一
（
昭
和
三
年
四
月
八
日
、
沖
縄
開
発
事
務
次
官
）
が
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
四
日
か
ら
平
成
五
年
六
月

二
十
八
日
ま
で
、
笹
川
義
一
（
大
正
十
五
年
一
月
二
十
日
、
大
蔵
省
主
計
局
局
付
）
が
平
成
元
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
四

年
七
月
十
五
日
ま
で
、
勝
又
博
明
（
昭
和
十
一
年
二
月
九
日
、
総
務
庁
人
事
局
長
）
が
平
成
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
平
成
五

年
十
月
十
六
日
ま
で
、
山
田
隆
夫
（
昭
和
六
年
七
月
三
十
日
、
総
理
府
賞
勲
局
審
議
官
）
が
平
成
四
年
七
月
十
六
日
か
ら
平

成
七
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
�
越
則
男
（
昭
和
八
年
六
月
二
日
、
沖
縄
開
発
事
務
次
官
）
が
平
成
五
年
六
月
二
十
八
日
か
ら

平
成
十
一
年
五
月
二
十
八
日
ま
で
、
隅
健
（
昭
和
七
年
二
月
二
十
六
日
、
公
害
等
調
整
委
員
会
事
務
局
長
）
が
平
成
五
年
十

月
十
六
日
か
ら
平
成
九
年
八
月
一
日
ま
で
、
柿
内
節
夫
（
昭
和
九
年
四
月
二
十
九
日
、
衆
議
院
事
務
局
特
別
委
員
会
第
一
調

査
室
長
）
が
平
成
七
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
嘉
手
川
勇
（
昭
和
十
三
年
十
二
月
十
九
日
、
沖
縄
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開
発
庁
総
務
局
長
）
が
平
成
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
溝
口
喜
久
（
昭
和
十
年
十
一
月
十
八

日
、
総
理
府
迎
賓
館
次
長
）
が
平
成
十
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
八
木
橋
惇
夫
（
昭
和
十
二
年

四
月
八
日
、
環
境
事
務
次
官
）
が
平
成
十
一
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
玉
城
一
夫
（
昭
和

十
六
年
十
一
月
四
日
、
沖
縄
開
発
庁
総
務
局
長
）
が
平
成
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
、
須
藤

務
（
昭
和
十
八
年
八
月
二
十
一
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
厚
生
管
理
官
）
が
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
月
三

十
一
日
ま
で
、
金
井
照
久
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
日
、
財
務
省
会
計
セ
ン
タ
ー
所
長
）
が
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一

日
か
ら
現
在
ま
で
、
瀧
澤
國
城
（
昭
和
二
十
年
六
月
二
十
四
日
、
内
閣
府
大
臣
官
房
厚
生
管
理
官
）
が
平
成
十
八
年
十
一
月

一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
林
幹
雄
（
昭
和
二
十
四
年
九
月
十
六
日
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
共
生
社
会
政
策
担
当
）
）
が
平
成

十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
（
商
工
組
合
中
央
金
庫
を
含
む
。
）
の
過
去
二
十
年
間
の
役
員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お

い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月

日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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箕
輪
哲
（
大
正
十
四
年
十
二
月
十
一
日
、
工
業
技
術
院
総
務
部
長
）
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
十
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
三

十
日
ま
で
、
酒
井
健
三
（
昭
和
六
年
六
月
十
六
日
、
大
蔵
省
国
際
金
融
局
長
）
が
昭
和
六
十
二
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
四
年

七
月
十
日
ま
で
、
宮
本
四
郎
（
大
正
十
二
年
五
月
十
六
日
、
通
商
産
業
省
産
業
政
策
局
長
）
が
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
十
一

日
か
ら
平
成
五
年
六
月
二
十
一
日
ま
で
、
原
田
正
俊
（
昭
和
三
年
八
月
二
十
八
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
元
年
八

月
一
日
か
ら
平
成
二
年
七
月
二
日
ま
で
、
水
野
哲
（
昭
和
十
三
年
十
二
月
三
十
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二

年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
安
田
裕
之
（
大
正
十
五
年
九
月
十
一
日
、
国
税
庁
税
務
大
学
校
長
）
が

平
成
二
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
三
年
八
月
一
日
ま
で
、
山
田
久
治
（
昭
和
三
年
十
月
二
十
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）

が
平
成
三
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
大
野
隆
夫
（
昭
和
十
三
年
十
月
七
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官

房
付
）
が
平
成
四
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
六
年
六
月
二
十
七
日
ま
で
、
�
島
義
光
（
昭
和
十
一
年
一
月
十
七
日
、
大
蔵
省
関

税
局
長
）
が
平
成
四
年
七
月
十
日
か
ら
平
成
七
年
七
月
一
日
ま
で
、
児
玉
幸
治
（
昭
和
九
年
五
月
九
日
、
通
商
産
業
事
務
次

官
）
が
平
成
五
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
二
十
日
ま
で
、
高
倉
建
（
昭
和
七
年
六
月
九
日
、
大
蔵
省
大
臣
官

房
付
）
が
平
成
五
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
九
月
二
十
七
日
ま
で
、
山
崎
幸
夫
（
昭
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
、
大
蔵
省

大
臣
官
房
付
）
が
平
成
六
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
土
居
征
夫
（
昭
和
十
六
年
九
月
十
一
日
、
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通
商
産
業
省
生
活
産
業
局
長
）
が
平
成
六
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
八
年
八
月
一
日
ま
で
、
八
木
橋
惇
夫
（
昭
和
十
二
年
四

月
八
日
、
環
境
事
務
次
官
）
が
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
野
村
寛
（
昭
和
九
年
三
月
四
日
、

大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
八
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
一
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
、
前
田
正
博
（
昭
和
十
九
年
二

月
四
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
八
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
落
合
俊
雄
（
昭
和
十

八
年
九
月
二
十
八
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
九
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
一
年
七
月
十
四
日
ま
で
、
竹
内

克
伸
（
昭
和
十
七
年
二
月
十
四
日
、
国
土
事
務
次
官
）
が
平
成
九
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
二
年
六
月
十
九
日
ま
で
、

石
川
光
和
（
昭
和
十
一
年
三
月
三
十
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
八
月
五
日
ま

で
、
田
中
�
夫
（
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
二
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
一
年
七
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
三

年
七
月
十
五
日
ま
で
、
塩
田
薫
範
（
昭
和
十
七
年
五
月
十
三
日
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
長
）
が
平
成
十
二
年
七
月
十
日

か
ら
平
成
十
七
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
江
崎
格
（
昭
和
十
六
年
八
月
二
十
七
日
、
通
商
産
業
省
産
業
政
策
局
長
）
が
平
成

十
三
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
�
橋
晴
樹
（
昭
和
二
十
五
年
二
月
十
日
、
経
済
産
業
省
大
臣

官
房
付
）
が
平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
五
年
六
月
十
一
日
ま
で
、
名
尾
良
泰
（
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
六
日
、

経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
五
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
熊
澤
二
郎
（
昭
和
十
五
年
三

九



月
七
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
五
年
八
月
五
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
六
日
ま
で
、
佐
藤
哲
哉
（
昭
和
二
十
七

年
十
二
月
四
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
十
六
年
七
月
六
日
か
ら
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
小

林
滋
（
昭
和
二
十
年
五
月
三
十
一
日
、
関
東
財
務
局
長
）
が
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、

大
武
健
一
郎
（
昭
和
二
十
一
年
七
月
十
日
、
国
税
庁
長
官
）
が
平
成
十
七
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
、
迎
陽
一
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
九
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
商
務
流
通
審
議
官
）
が
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
白
須
光
美
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
九
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
九
年
四

月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
木
村
幸
俊
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
二
十
日
、
国
税
庁
長
官
）
が
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
現
在

ま
で
、
小
川
秀
樹
（
昭
和
二
十
八
年
五
月
五
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
八
月
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で
、

杉
山
秀
二
（
昭
和
二
十
三
年
二
月
二
十
八
日
、
経
済
産
業
事
務
次
官
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
（
住
宅
金
融
公
庫
を
含
む
。
）
の
過
去
二
十
年
間
の
役
員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お

い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月

日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
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河
野
正
三
（
大
正
十
三
年
一
月
三
日
、
国
土
事
務
次
官
）
が
昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
、

浜
典
夫
（
昭
和
八
年
二
月
二
十
七
日
、
建
設
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
三

十
日
ま
で
、
山
本
重
三
（
昭
和
七
年
九
月
一
日
、
国
土
庁
防
災
局
長
）
が
昭
和
六
十
二
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
三
年
五
月

十
五
日
ま
で
、
宮
島
壯
太
（
昭
和
十
二
年
九
月
二
十
六
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
元
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
三
年

六
月
三
十
日
ま
で
、
足
立
和
基
（
昭
和
九
年
五
月
五
日
、
大
蔵
省
理
財
局
長
）
が
平
成
元
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
六
年
六
月

三
十
日
ま
で
、
中
嶋
計
廣
（
昭
和
十
二
年
二
月
五
日
、
建
設
省
大
臣
官
房
総
務
審
議
官
）
が
平
成
元
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

五
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
�
橋
進
（
昭
和
八
年
九
月
二
十
七
日
、
建
設
事
務
次
官
）
が
平
成
二
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
九
年

五
月
三
十
一
日
ま
で
、
伊
藤
茂
史
（
昭
和
八
年
十
二
月
三
日
、
建
設
省
住
宅
局
長
）
が
平
成
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
平
成
六

年
六
月
三
十
日
ま
で
、
岩
本
章
雄
（
昭
和
十
二
年
四
月
二
十
二
日
、
建
設
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
三
年
五
月
十
六
日
か
ら

平
成
六
年
六
月
二
十
七
日
ま
で
、
浦
上
和
彦
（
昭
和
十
二
年
十
一
月
十
日
、
建
設
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
三
年
六
月
一
日

か
ら
平
成
七
年
六
月
十
四
日
ま
で
、
北
野
健
一
（
昭
和
十
年
一
月
十
日
、
大
蔵
省
主
計
局
局
付
）
が
平
成
三
年
七
月
一
日
か

ら
平
成
五
年
七
月
八
日
ま
で
、
吉
本
修
二
（
昭
和
十
六
年
十
月
三
十
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
五
年
七
月
九
日
か

ら
平
成
七
年
六
月
十
四
日
ま
で
、
鹿
島
尚
武
（
昭
和
十
三
年
七
月
一
日
、
建
設
省
都
市
局
長
）
が
平
成
五
年
七
月
十
六
日
か

一
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ら
平
成
九
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
河
原
崎
守
彦
（
昭
和
十
三
年
六
月
十
八
日
、
建
設
省
大
臣
官
房
総
括
監
察
官
）
が
平
成

六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
八
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
伊
藤
博
行
（
昭
和
十
三
年
一
月
二
十
五
日
、
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議

室
長
）
が
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
、
内
藤
勲
（
昭
和
十
六
年
二
月
十
七
日
、
建
設
省
大

臣
官
房
総
務
審
議
官
）
が
平
成
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
年
六
月
二
十
二
日
ま
で
、
浅
見
敏
彦
（
昭
和
十
八
年
七
月
十

二
日
、
大
蔵
省
印
刷
局
長
）
が
平
成
七
年
六
月
十
五
日
か
ら
平
成
九
年
六
月
九
日
ま
で
、
城
戸
義
雄
（
昭
和
十
三
年
四
月
十

三
日
、
建
設
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
七
年
六
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
二
年
四
月
三
十
日
ま
で
、
深
澤
日
出
男
（
昭
和
十
七

年
四
月
十
三
日
、
国
土
庁
土
地
局
長
）
が
平
成
八
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
望
月
薫
雄
（
昭
和

十
年
九
月
三
十
日
、
建
設
事
務
次
官
）
が
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
一
日
ま
で
、
�
見
敬
三
郎
（
昭
和
二

十
二
年
一
月
六
日
、
関
東
財
務
局
長
）
が
平
成
九
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
二
十
一
日
ま
で
、
五
十
嵐
健
之

（
昭
和
十
八
年
二
月
四
日
、
建
設
省
建
設
経
済
局
長
）
が
平
成
十
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
十
三
年
四
月
十
五
日
ま
で
、
浅
野

宏
（
昭
和
二
十
一
年
二
月
十
六
日
、
建
設
省
住
宅
局
建
築
指
導
課
長
）
が
平
成
十
二
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
六
月
一

日
ま
で
、
岡
田
康
彦
（
昭
和
十
八
年
六
月
一
日
、
環
境
事
務
次
官
）
が
平
成
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
六
月
二
十

日
ま
で
、
吉
井
一
弥
（
昭
和
二
十
二
年
九
月
三
十
日
、
国
土
交
通
省
政
策
統
括
官
）
が
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十

一
二



九
年
七
月
十
六
日
ま
で
、
松
田
広
光
（
昭
和
二
十
三
年
九
月
十
一
日
、
財
務
省
理
財
局
次
長
）
が
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
、
岡
本
圭
司
（
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
七
日
、
国
土
交
通
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十

五
年
六
月
二
日
か
ら
平
成
十
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
森
昭
治
（
昭
和
十
八
年
九
月
七
日
、
金
融
庁
長
官
）
が
平
成
十
五

年
六
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
一
日
ま
で
、
三
井
康
壽
（
昭
和
十
四
年
六
月
十
七
日
、
国
土
事
務
次
官
）
が
平
成

十
七
年
八
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
七
日
ま
で
、
山
田
孝
夫
（
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
九
日
、
財
務
省
大
臣

官
房
付
）
が
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
小
神
正
志
（
昭
和
二
十
四
年
七
月
二
十
三

日
、
国
土
交
通
省
国
土
計
画
局
長
）
が
平
成
十
九
年
七
月
十
七
日
か
ら
現
在
ま
で
、
鈴
木
勝
康
（
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十

六
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
八
月
八
日
か
ら
現
在
ま
で
、
峰
久
幸
義
（
昭
和
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
、

国
土
交
通
事
務
次
官
）
が
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
現
在
ま
で
、
林
藤
樹
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
二
十
日
、
財
務

省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
（
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
及
び
公
営
企
業
金
融
公
庫
を
含
む
。
）
の
過
去
二
十
年
間
の
役

員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公
務
員

一
三



の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
野
護
（
昭
和
四
年
六
月
十
二
日
、
関
東
信
越
地
方
医
務
局
長
）
が
昭
和
六
十
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
五
月
三
十
一

日
ま
で
、
近
藤
�
之
（
大
正
十
五
年
一
月
三
十
日
、
自
治
事
務
次
官
）
が
昭
和
六
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
五
月
三

十
一
日
ま
で
、
井
下
登
喜
男
（
昭
和
六
年
三
月
二
十
四
日
、
消
防
庁
消
防
大
学
校
長
）
が
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
朝
比
奈
秀
夫
（
昭
和
十
三
年
三
月
二
十
八
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六
十
三
年
十

月
一
日
か
ら
平
成
三
年
五
月
二
十
三
日
ま
で
、
川
手
創
（
昭
和
八
年
九
月
一
日
、
運
輸
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
元
年
十
月

一
日
か
ら
平
成
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
尾
崎
明
（
昭
和
十
二
年
一
月
十
五
日
、
中
国
四
国
地
方
医
務
局
長
）
が
平
成
三
年

六
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
熊
澤
二
郎
（
昭
和
十
五
年
三
月
七
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
三

年
六
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
五
年
七
月
十
一
日
ま
で
、
桝
原
勝
美
（
昭
和
八
年
八
月
十
七
日
、
消
防
庁
審
議
官
）
が
平
成
四

年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
一
月
十
九
日
ま
で
、
花
岡
圭
三
（
昭
和
四
年
十
月
二
十
五
日
、
自
治
事
務
次
官
）
が
平
成
五
年

六
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
六
月
十
日
ま
で
、
谷
川
憲
三
（
昭
和
十
七
年
十
二
月
十
三
日
、
関
東
財
務
局
長
）
が
平
成
五
年

七
月
十
二
日
か
ら
平
成
九
年
三
月
二
十
四
日
ま
で
、
中
村
光
弘
（
昭
和
十
三
年
三
月
二
十
二
日
、
東
京
営
林
局
長
）
が
平
成

五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
内
野
正
昭
（
昭
和
二
十
年
四
月
一
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成

一
四



九
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
徳
重
辰
之
助
（
昭
和
十
五
年
五
月
二
十
一
日
、
通
商
産
業
省

大
臣
官
房
付
）
が
平
成
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
、
大
屋
正
男
（
昭
和
十
八
年
十
一
月
二
十
九

日
、
自
治
省
大
臣
官
房
付
兼
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
十
年
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
持
永
堯

民
（
昭
和
十
年
一
月
九
日
、
自
治
事
務
次
官
）
が
平
成
十
一
年
六
月
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
二
十
四
日
ま
で
、
西
田
等

（
昭
和
二
十
二
年
六
月
十
八
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
、

和
田
敬
司
（
昭
和
二
十
一
年
十
月
三
日
、
運
輸
省
大
臣
官
房
総
務
審
議
官
）
が
平
成
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
六

月
二
十
三
日
ま
で
、
片
木
淳
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
一
日
、
消
防
庁
次
長
）
が
平
成
十
三
年
七
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
五

年
二
月
一
日
ま
で
、
浦
上
道
彦
（
昭
和
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
四
年
七
月
二
十
三
日

か
ら
平
成
十
七
年
七
月
十
四
日
ま
で
、
木
村
功
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
三
十
日
、
総
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
財
政
制
度
担

当
）
）
が
平
成
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
飯
島
健
司
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
四
日
、
財
務

省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
丸
山
浩
司
（
昭
和
二
十
八
年
七

月
十
二
日
、
総
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
門
脇
秀
一
（
昭
和
十

八
年
九
月
二
十
三
日
、
通
商
産
業
省
通
商
産
業
検
査
所
長
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
二
宮
洋
二
（
昭
和

一
五



二
十
六
年
三
月
二
十
三
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
御
園
慎
一
郎
（
昭
和
二
十

八
年
三
月
十
二
日
、
総
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
（
財
政
制
度
、
財
務
担
当
）
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で

あ
る
。

六
に
つ
い
て

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
国
民
生
活
事
業
本
部
（
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
国
民
金
融
公
庫
及
び
環
境
衛
生
金
融
公
庫

を
含
む
。
）
の
過
去
二
十
年
間
の
役
員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ

て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

山
下
眞
臣
（
昭
和
二
年
五
月
一
日
、
厚
生
事
務
次
官
）
が
昭
和
六
十
年
四
月
十
日
か
ら
平
成
四
年
十
月
十
日
ま
で
、
吉
崎

正
義
（
昭
和
三
年
四
月
三
日
、
厚
生
省
健
康
政
策
局
長
）
が
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、

井
上
宣
時
（
昭
和
十
年
十
二
月
二
十
一
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六
十
一
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
年

十
一
月
五
日
ま
で
、
渡
�
敬
之
（
昭
和
九
年
五
月
十
三
日
、
関
東
財
務
局
長
）
が
昭
和
六
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
三
年

五
月
三
十
一
日
ま
で
、
窪
田
弘
（
昭
和
六
年
七
月
四
日
、
国
税
庁
長
官
）
が
平
成
元
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
三
年
五
月

一
六



二
十
二
日
ま
で
、
五
十
嵐
康
（
昭
和
九
年
三
月
三
十
日
、
四
国
管
区
警
察
局
長
）
が
平
成
元
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
十

月
一
日
ま
で
、
日
向
隆
（
昭
和
九
年
十
一
月
十
六
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
元
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
三
年
五
月

二
十
九
日
ま
で
、
花
輪
隆
昭
（
昭
和
十
二
年
三
月
六
日
、
厚
生
省
援
護
局
長
）
が
平
成
元
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
九
月

十
五
日
ま
で
、
吉
野
良
彦
（
昭
和
五
年
九
月
一
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
元
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
四
年
七
月
十

五
日
ま
で
、
仲
村
英
一
（
昭
和
六
年
十
一
月
二
十
九
日
、
厚
生
省
健
康
政
策
局
長
）
が
平
成
二
年
八
月
二
十
日
か
ら
平
成
六

年
八
月
十
九
日
ま
で
、
谷
仁
（
昭
和
十
六
年
三
月
十
五
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
年
十
一
月
五
日
か
ら
平

成
七
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
�
越
則
男
（
昭
和
八
年
六
月
二
日
、
沖
縄
開
発
事
務
次
官
）
が
平
成
三
年
五
月
三
十
日
か
ら

平
成
五
年
六
月
十
五
日
ま
で
、
佐
々
木
秀
夫
（
昭
和
十
年
四
月
十
六
日
、
国
税
庁
徴
収
部
長
）
が
平
成
三
年
六
月
二
十
五
日

か
ら
平
成
五
年
七
月
九
日
ま
で
、
山
口
厚
生
（
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
三
年
六
月
二
十
五

日
か
ら
平
成
六
年
五
月
二
十
三
日
ま
で
、
平
澤
貞
昭
（
昭
和
七
年
四
月
七
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
四
年
七
月
十
五
日

か
ら
平
成
六
年
五
月
二
十
日
ま
で
、
坂
本
龍
�
（
昭
和
八
年
十
一
月
二
十
二
日
、
厚
生
事
務
次
官
）
が
平
成
四
年
十
月
十
日

か
ら
平
成
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
、
土
田
正
顕
（
昭
和
十
一
年
八
月
十
八
日
、
国
税
庁
長
官
）
が
平
成
五
年
七
月
九
日

か
ら
平
成
八
年
六
月
十
日
ま
で
、
中
山
寅
男
（
昭
和
十
三
年
六
月
二
十
八
日
、
国
税
庁
徴
収
部
長
）
が
平
成
五
年
七
月
九
日

一
七



か
ら
平
成
九
年
七
月
八
日
ま
で
、
清
島
傳
生
（
昭
和
十
三
年
十
一
月
十
五
日
、
東
北
管
区
警
察
局
長
）
が
平
成
五
年
十
月
一

日
か
ら
平
成
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
尾
崎
護
（
昭
和
十
年
五
月
二
十
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
六
年
五
月
二
十
日
か

ら
平
成
十
五
年
一
月
十
二
日
ま
で
、
三
浦
正
顕
（
昭
和
十
七
年
十
月
二
十
八
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
六
年
七
月

十
五
日
か
ら
平
成
九
年
七
月
十
四
日
ま
で
、
柳
澤
健
一
郎
（
昭
和
十
年
十
月
二
十
四
日
、
厚
生
省
生
活
衛
生
局
長
）
が
平
成

六
年
八
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
年
八
月
十
九
日
ま
で
、
瀬
田
公
和
（
昭
和
十
三
年
九
月
九
日
、
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
）
が

平
成
六
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
、
�
本
弘
（
昭
和
二
十
一
年
三
月
十
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房

審
議
官
兼
通
商
産
業
研
究
所
次
長
）
が
平
成
七
年
七
月
五
日
か
ら
平
成
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
安
部
彪
（
昭
和
十
三
年
一

月
二
十
日
、
会
計
検
査
院
事
務
総
長
）
が
平
成
八
年
七
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
二
十
二
日
ま
で
、
福
田
泰
三
（
昭

和
二
十
一
年
十
一
月
六
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
九
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
十
年
六
月
二
十
三
日
ま
で
、

藤
田
潔
（
昭
和
九
年
十
月
十
九
日
、
関
東
財
務
局
総
務
部
部
付
）
が
平
成
九
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
十
一
年
十
月
一
日
ま
で
、

久
米
重
治
（
昭
和
二
十
一
年
三
月
一
日
、
大
蔵
省
印
刷
局
長
）
が
平
成
九
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日

ま
で
、
石
丸
雍
二
（
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
、
特
許
庁
総
務
部
長
）
が
平
成
十
年
七
月
三
日
か
ら
平
成
十
二
年
六

月
三
十
日
ま
で
、
野
村
瞭
（
昭
和
十
三
年
五
月
三
日
、
環
境
庁
大
気
保
全
局
長
）
が
平
成
十
年
八
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
一

一
八



年
十
月
一
日
ま
で
、
生
盛
豊
樹
（
昭
和
二
十
一
年
七
月
三
日
、
四
国
管
区
警
察
局
長
）
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十

七
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
西
村
吉
正
（
昭
和
十
五
年
十
二
月
十
五
日
、
大
蔵
省
銀
行
局
長
）
が
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら

平
成
十
二
年
十
月
五
日
ま
で
、
横
田
吉
男
（
昭
和
十
八
年
五
月
二
十
七
日
、
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
）
が
平
成
十
一
年
十
月

一
日
か
ら
平
成
十
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
金
子
和
夫
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
三
十
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が

平
成
十
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
川
又
新
一
郎
（
昭
和
二
十
一
年
一
月
八
日
、
大
蔵
省
大
臣

官
房
参
事
官
）
が
平
成
十
二
年
十
月
十
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
十
四
日
ま
で
、
高
木
俊
明
（
昭
和
十
六
年
八
月
十
六
日
、

社
会
保
険
庁
長
官
）
が
平
成
十
三
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
伏
屋
和
彦
（
昭
和
十
九
年
一
月
二
十

六
日
、
会
計
検
査
院
長
）
が
平
成
十
三
年
七
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
一
日
ま
で
、
柴
田
幹
夫
（
昭
和
十
三
年
十

月
二
十
三
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
四
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
三
日
ま
で
、
二
宮
茂
明

（
昭
和
二
十
六
年
二
月
十
八
日
、
関
東
財
務
局
長
）
が
平
成
十
四
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
七
年
五
月
十
八
日
ま
で
、
原

口
恒
和
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
七
日
、
金
融
庁
総
務
企
画
局
長
）
が
平
成
十
四
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三

十
日
ま
で
、
木
村
政
之
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
八
日
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
総
括
審
議
官
）
が
平
成
十
四
年
九
月
十
三

日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
薄
井
信
明
（
昭
和
十
六
年
一
月
一
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
十
五
年
一
月
十

一
九



二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
福
井
雅
輝
（
昭
和
二
十
八
年
二
月
十
九
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平

成
十
七
年
八
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
佐
野
智
則
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
、
中
国
管
区
警
察

局
長
）
が
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
児
玉
俊
洋
（
昭
和
三
十
二
年
一
月
十
日
、
経
済
産

業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
村
瀬
吉
彦
（
昭
和
二
十
七
年
十

二
月
八
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
現
在
ま
で
、
細
川
興
一
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
十

七
日
、
財
務
事
務
次
官
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
中
村
吉
夫
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
、
厚

生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
板
東
一
彦
（
昭
和
二
十
九
年

三
月
十
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
中
小
企
業
事
業
本
部
（
中
小
企
業
金
融
公
庫
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
及
び
中
小
企
業
信

用
保
険
公
庫
を
含
む
。
）
の
過
去
二
十
年
間
の
役
員
（
中
小
企
業
総
合
事
業
団
の
役
員
に
あ
っ
て
は
、
信
用
保
険
業
務
を
担

当
す
る
役
員
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き

た
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
〇



原
田
稔
（
昭
和
六
年
九
月
二
十
一
日
、
科
学
技
術
庁
振
興
局
長
）
が
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
十
一
月

三
十
日
ま
で
、
渡
辺
喜
一
（
大
正
十
四
年
十
一
月
三
日
、
大
蔵
省
財
務
官
）
が
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
年

十
一
月
三
十
日
ま
で
、
蟻
坂
幸
雄
（
大
正
十
五
年
五
月
二
十
六
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六
十
一
年
十
二
月

一
日
か
ら
平
成
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
、
河
合
卓
爾
（
大
正
十
五
年
一
月
二
十
七
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六

十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
十
二
月
一
日
ま
で
、
村
本
久
夫
（
昭
和
十
年
四
月
二
十
一
日
、
関
東
財
務
局
長
）
が
昭

和
六
十
二
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
佐
野
泰
彦
（
大
正
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
、
通
商
産
業
省

大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
三
年
十
二
月
十
六
日
ま
で
、
片
山
石
郎
（
大
正
九
年
九
月
三
十

日
、
特
許
庁
長
官
）
が
昭
和
六
十
三
年
一
月
十
一
日
か
ら
平
成
四
年
一
月
十
日
ま
で
、
新
倉
隆
（
昭
和
八
年
七
月
二
十
八
日
、

通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
十
八
日
ま
で
、
廣
海
正
光
（
昭
和
十
二
年
三

月
三
十
一
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
元
年
七
月
十
一
日
か
ら
平
成
三
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、
阿
久
津
孝
志

（
昭
和
九
年
十
二
月
六
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
調
査
統
計
部
長
）
が
平
成
二
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
七
年
六
月
二
十
六

日
ま
で
、
谷
口
米
生
（
昭
和
十
二
年
四
月
二
十
六
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
二
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
六

年
五
月
二
十
四
日
ま
で
、
谷
川
英
夫
（
昭
和
十
二
年
七
月
二
十
四
日
、
関
東
財
務
局
長
）
が
平
成
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
平

二
一



成
四
年
七
月
十
六
日
ま
で
、
的
場
順
三
（
昭
和
九
年
九
月
十
五
日
、
内
閣
官
房
副
長
官
）
が
平
成
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
平

成
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
渋
谷
宏
明
（
昭
和
九
年
四
月
二
十
九
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
会
計
課
経
理
審
査
官
）
が

平
成
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
、
植
松
敏
（
昭
和
十
三
年
八
月
十
九
日
、
特
許
庁
長
官
）
が
平

成
三
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
小
野
崎
和
慶
（
昭
和
六
年
十
一
月
十
五
日
、
大
蔵
省
会
計
事
務
職
員

研
修
所
副
所
長
）
が
平
成
三
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
平
成
七
年
十
二
月
十
六
日
ま
で
、
大
永
勇
作
（
大
正
十
五
年
十
月
十
四

日
、
通
商
産
業
省
基
礎
産
業
局
長
）
が
平
成
四
年
一
月
十
一
日
か
ら
平
成
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
柴
田
章
平
（
昭
和
十
一

年
八
月
二
日
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
長
）
が
平
成
四
年
七
月
十
七
日
か
ら
平
成
六
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
、
石
田
栄

一
（
昭
和
五
年
二
月
二
十
六
日
、
大
蔵
省
主
計
局
局
付
）
が
平
成
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
十
二
月
一
日
ま
で
、
横

田
捷
宏
（
昭
和
十
七
年
一
月
十
一
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
五
年
七
月
九
日
か
ら
平
成
八
年
七
月
九
日
ま
で

及
び
平
成
十
五
年
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
宗
田
勝
博
（
昭
和
十
八
年
八
月
十
三
日
、
関
東
財
務

局
長
）
が
平
成
六
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
年
七
月
十
四
日
ま
で
、
角
谷
正
彦
（
昭
和
十
一
年
二
月
十
四
日
、
国
税
庁
長

官
）
が
平
成
六
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
一
月
十
二
日
ま
で
、
林
信
行
（
昭
和
七
年
十
二
月
二
十
一
日
、
徳
島
大

学
事
務
局
長
）
が
平
成
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
角
南
立
（
昭
和
十
三
年
六
月
十
九
日
、
通
商

二
二



産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
六
月
二
十
二
日
ま
で
、
荒
川
英
夫
（
大
正
十
三
年
九
月
十

六
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
、
川
信
雄
（
昭
和
十
九

年
十
一
月
九
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
六
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
年
七
月
二
十
七
日
ま
で
、
角
間
信
義

（
昭
和
十
七
年
七
月
二
十
九
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
七
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
十
一
年
七
月
二
十
一

日
ま
で
、
平
野
正
宜
（
昭
和
十
九
年
一
月
二
日
、
経
済
企
画
庁
長
官
官
房
経
済
企
画
参
事
官
）
が
平
成
八
年
三
月
十
五
日
か

ら
平
成
十
年
三
月
一
日
ま
で
、
鈴
木
孝
男
（
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
五
日
、
通
商
産
業
省
環
境
立
地
局
長
）
が
平
成
八
年
七

月
十
日
か
ら
平
成
十
年
七
月
六
日
ま
で
、
神
谷
和
男
（
昭
和
四
年
十
一
月
十
六
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が
平
成
八
年
十
月

一
日
か
ら
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
白
石
正
彦
（
昭
和
九
年
十
二
月
十
五
日
、
大
蔵
省
主
計
局
局
付
）
が
平
成
九
年

七
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
里
田
武
臣
（
昭
和
十
二
年
五
月
二
十
六
日
、
経
済
企
画
庁
長
官
官
房
経
済

企
画
参
事
官
）
が
平
成
十
年
三
月
二
日
か
ら
平
成
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
作
田
頴
治
（
昭
和
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日
、

通
商
産
業
省
基
礎
産
業
局
長
）
が
平
成
十
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
二
十
七
日
ま
で
、
堤
富
男
（
昭
和
十
三
年
七

月
二
十
九
日
、
通
商
産
業
事
務
次
官
）
が
平
成
十
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
十
一
日
ま
で
、
戸
恒
東
人
（
昭
和
二

十
年
十
二
月
二
十
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
六
年
七
月
十
四
日
ま
で
、
宝
賀
寿
男

二
三



（
昭
和
二
十
一
年
四
月
十
七
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
十
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
、
中
野
明
（
昭
和
十
六
年
六
月
八
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
地
方
課
長
）
が
平
成
十
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十

四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
、
日
高
壮
平
（
昭
和
十
六
年
三
月
六
日
、
国
税
庁
長
官
）
が
平
成
十
一
年
一
月
十
二
日
か
ら
平
成

十
五
年
一
月
十
一
日
ま
で
、
坂
井
宏
（
昭
和
二
十
年
九
月
十
九
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
一
年
七
月
一
日

か
ら
平
成
十
三
年
一
月
九
日
ま
で
、
木
下
博
生
（
昭
和
七
年
十
二
月
二
十
五
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が
平
成
十
一
年
七
月

一
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
見
学
信
敬
（
昭
和
十
年
十
一
月
一
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が
平
成
十
一
年
七

月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
鷺
坂
正
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
審
議

官
）
が
平
成
十
一
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
三
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
近
藤
時
男
（
昭
和
十
二
年
十
月
二
十
三
日
、
大

蔵
省
主
計
局
局
付
）
が
平
成
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
、
殿
岡
茂
樹
（
昭
和
二
十
三
年
六
月

四
日
、
中
小
企
業
庁
次
長
）
が
平
成
十
三
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
中
澤
佐
市
（
昭
和
二
十

二
年
四
月
二
十
三
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
三
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日
ま
で
、

柴
崎
和
典
（
昭
和
十
五
年
十
一
月
五
日
、
工
業
技
術
院
総
務
部
技
術
審
議
官
）
が
平
成
十
三
年
六
月
三
十
日
か
ら
平
成
十
六

年
六
月
三
十
日
ま
で
、
羽
山
正
孝
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
二
十
三
日
、
中
小
企
業
庁
次
長
）
が
平
成
十
三
年
七
月
十
六
日
か

二
四



ら
平
成
十
四
年
八
月
十
二
日
ま
で
、
鈴
木
一
元
（
昭
和
十
九
年
一
月
一
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
四
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
小
脇
一
朗
（
昭
和
二
十
七
年
二
月
十
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十

四
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
坂
牧
教
旦
（
昭
和
十
七
年
一
月
一
日
、
大
蔵
省
主
計
局
局
付
）
が

平
成
十
四
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
七
月
十
五
日
ま
で
、
三
上
義
忠
（
昭
和
十
三
年
一
月
二
十
四
日
、
中
小
企
業
庁

次
長
）
が
平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
九
日
ま
で
、
青
木
宏
道
（
昭
和
二
十
六
年
一
月
二
十
二
日
、

経
済
産
業
省
大
臣
官
房
商
務
流
通
審
議
官
）
が
平
成
十
六
年
七
月
六
日
か
ら
平
成
十
九
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
野
沢
璋
次

（
昭
和
二
十
二
年
一
月
二
十
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
六
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
九
日
ま
で
、

�
原
治
（
昭
和
二
十
五
年
六
月
二
十
一
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
六
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
、
板
東
一
彦
（
昭
和
二
十
九
年
三
月
十
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
十
九
年
七
月
三
十
一

日
か
ら
現
在
ま
で
、
井
津
端
修
司
（
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
四
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
九
年
八
月

十
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
小
葉
松
勲
（
昭
和
十
九
年
三
月
二
十
六
日
、
大
蔵
省
主
計
局
局
付
）
が
平
成
十

九
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
藤
�
明
（
昭
和
二
十
八
年
一
月
十
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平

成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
松
井
哲
夫
（
昭
和
三
十
年
十
二
月
十
一
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二

二
五



十
年
七
月
十
二
日
か
ら
現
在
ま
で
、
勝
野
龍
平
（
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
五
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
地
域
経
済
産
業

審
議
官
）
が
平
成
二
十
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
現
在
ま
で
、
細
川
興
一
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
十
七
日
、
財
務
事
務
次
官
）

が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
農
林
水
産
事
業
本
部
（
農
林
漁
業
金
融
公
庫
を
含
む
。
）
の
過
去
二
十
年
間
の
役
員
の
う

ち
、
所
管
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職

者
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

松
本
作
衞
（
大
正
十
三
年
九
月
十
四
日
、
農
林
水
産
事
務
次
官
）
が
昭
和
五
十
九
年
十
月
六
日
か
ら
平
成
四
年
七
月
二
十

四
日
ま
で
、
森
田
勇
吉
（
昭
和
二
年
九
月
十
六
日
、
農
林
省
大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
、
大
橋
大
（
大
正
十
五
年
十
月
三
十
日
、
大
蔵
省
主
計
局
局
付
）
が
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
、
宮
本
保
孝
（
昭
和
五
年
三
月
十
八
日
、
大
蔵
省
理
財
局
長
）
が
昭
和
六
十
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成

三
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
、
大
坪
敏
男
（
昭
和
八
年
二
月
二
十
一
日
、
農
林
水
産
省
畜
産
局
長
）
が
昭
和
六
十
一
年
十
月
十

一
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
畑
中
孝
晴
（
昭
和
九
年
三
月
三
十
一
日
、
農
林
水
産
省
農
林
水
産
技
術
会
議
事
務

二
六



局
長
）
が
昭
和
六
十
三
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
六
年
八
月
九
日
ま
で
、
栗
城
秀
高
（
昭
和
六
年
五
月
三
十
日
、
大
蔵
省
主
計

局
局
付
）
が
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
青
木
敏
也
（
昭
和
十
年
七
月
十
二
日
、
農
林
水
産
省

大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
年
七
月
二
十
日
か
ら
平
成
五
年
六
月
一
日
ま
で
、
安
原
正
（
昭
和
九
年
四
月
三
日
、
環
境
事
務
次

官
）
が
平
成
三
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
六
年
六
月
八
日
ま
で
、
後
藤
康
夫
（
昭
和
八
年
六
月
三
十
日
、
農
林
水
産
事
務
次

官
）
が
平
成
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
七
年
十
月
十
日
ま
で
、
赤
保
谷
明
正
（
昭
和
十
一
年
十
一
月
二
日
、
農
林
水
産

省
畜
産
局
長
）
が
平
成
五
年
六
月
二
日
か
ら
平
成
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
千
野
忠
男
（
昭
和
九
年
一
月
二
十
一
日
、
大

蔵
省
財
務
官
）
が
平
成
六
年
六
月
八
日
か
ら
平
成
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
、
渋
谷
孝
義
（
昭
和
十
一
年
八
月
六
日
、
大
蔵

省
主
計
局
局
付
）
が
平
成
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
武
政
�
夫
（
昭
和
十
四
年
二
月
五
日
、
農

林
水
産
省
農
林
水
産
技
術
会
議
事
務
局
長
）
が
平
成
六
年
八
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
鶴
岡
俊
彦

（
昭
和
十
一
年
五
月
四
日
、
農
林
水
産
事
務
次
官
）
が
平
成
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
月
十
日
ま
で
、
日
出
英

輔
（
昭
和
十
六
年
七
月
十
九
日
、
農
林
水
産
省
農
産
園
芸
局
長
）
が
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
七
月
二
十
七
日
ま

で
、
藤
原
和
人
（
昭
和
十
三
年
一
月
八
日
、
国
土
事
務
次
官
）
が
平
成
八
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
五
月
十
五
日
ま
で
、

土
田
清
藏
（
昭
和
十
一
年
二
月
五
日
、
関
東
農
政
局
長
）
が
平
成
九
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
、

二
七



三
浦
冨
彦
（
昭
和
九
年
七
月
十
二
日
、
大
蔵
省
主
計
局
上
席
予
算
実
地
監
査
官
）
が
平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年

六
月
三
十
日
ま
で
、
井
上
鉄
也
（
昭
和
十
四
年
九
月
十
七
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
平
成

十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
福
田
誠
（
昭
和
二
十
年
六
月
二
十
七
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
二
年
七
月
十
五
日

か
ら
平
成
十
四
年
六
月
十
一
日
ま
で
、
小
高
良
彦
（
昭
和
十
八
年
九
月
九
日
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
技
術
総
括
審
議
官
）

が
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
遠
藤
保
雄
（
昭
和
二
十
二
年
三
月
十
六
日
、
農
林
水
産
省

大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
三
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
、
尾
原
榮
夫
（
昭
和
二
十
年
三
月
八
日
、

国
税
庁
長
官
）
が
平
成
十
四
年
七
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
、
�
木
勇
樹
（
昭
和
十
八
年
二
月
三

日
、
農
林
水
産
事
務
次
官
）
が
平
成
十
五
年
十
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
山
口
厚
生
（
昭
和
十
六
年

四
月
一
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
坂
野
雅
敏
（
昭
和

二
十
一
年
十
一
月
二
十
二
日
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
技
術
総
括
審
議
官
）
が
平
成
十
七
年
八
月
二
日
か
ら
現
在
ま
で
、
坂

篤
郎
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
四
日
、
内
閣
官
房
副
長
官
補
）
が
平
成
十
七
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三
日
ま

で
、
浜
中
秀
一
郎
（
昭
和
十
九
年
二
月
十
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か

ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
西
田
等
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
十
八
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
八
年
四
月

二
八



一
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
中
村
忠
志
（
昭
和
十
八
年
六
月
十
五
日
、
関
東
財
務
局
総
務
部
部
付
）
が
平
成

十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
細
川
興
一
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
十
七
日
、
財
務
事
務
次
官
）
が

平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
谷
川
浩
道
（
昭
和
二
十
八
年
七
月
十
七
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成

二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
板
東
一
彦
（
昭
和
二
十
九
年
三
月
十
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
二

十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
国
際
協
力
銀
行
（
国
際
協
力
銀
行
及
び
日
本
輸
出
入
銀
行
を
含
む
。
）
の
過
去
二
十
年
間

の
役
員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公

務
員
の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

田
中
敬
（
大
正
十
二
年
九
月
七
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
昭
和
六
十
一
年
五
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
年
五
月
二
十
二
日

ま
で
、
川
�
弘
（
昭
和
八
年
六
月
三
十
日
、
経
済
企
画
庁
審
議
官
）
が
昭
和
六
十
三
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
年
十
一

月
一
日
ま
で
、
馬
淵
晴
之
（
昭
和
四
年
二
月
一
日
、
ウ
ル
グ
ア
イ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
元
年
四
月
二
十
四
日
か

ら
平
成
三
年
七
月
十
日
ま
で
、
岩
崎
文
哉
（
昭
和
十
一
年
四
月
一
日
、
大
蔵
省
印
刷
局
長
）
が
平
成
元
年
六
月
三
十
日
か
ら

二
九



平
成
三
年
九
月
十
三
日
ま
で
、
山
口
光
秀
（
昭
和
二
年
九
月
十
六
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
二
年
五
月
二
十
二
日
か
ら

平
成
六
年
五
月
十
三
日
ま
で
、
吉
田
文
毅
（
昭
和
十
二
年
十
月
十
九
日
、
特
許
庁
長
官
）
が
平
成
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
平

成
四
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
高
瀬
秀
一
（
昭
和
十
一
年
一
月
四
日
、
キ
ュ
ー
バ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
三
年
七
月

十
日
か
ら
平
成
五
年
八
月
二
十
九
日
ま
で
、
山
崎
高
司
（
昭
和
八
年
八
月
十
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
三
年
九
月

十
三
日
か
ら
平
成
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
南
学
政
明
（
昭
和
十
三
年
二
月
十
一
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が
平
成
四
年

七
月
十
五
日
か
ら
平
成
七
年
七
月
十
六
日
ま
で
、
江
沢
雄
一
（
昭
和
十
四
年
一
月
七
日
、
大
蔵
省
国
際
金
融
局
長
）
が
平
成

四
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
七
年
七
月
十
日
ま
で
、
保
田
博
（
昭
和
七
年
五
月
十
四
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
六
年

五
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
、
鏡
味
徳
房
（
昭
和
十
七
年
五
月
十
八
日
、
大
蔵
省
関
税
局
長
）
が
平

成
七
年
七
月
十
日
か
ら
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
中
田
哲
雄
（
昭
和
十
六
年
十
一
月
六
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が

平
成
七
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
九
年
七
月
二
十
八
日
ま
で
、
白
川
進
（
昭
和
十
九
年
五
月
十
九
日
、
通
商
産
業
省
基
礎
産

業
局
長
）
が
平
成
九
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
林
康
夫
（
昭
和
十
七
年
八
月
五
日
、
中
小
企

業
庁
長
官
）
が
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
六
月
二
十
三
日
ま
で
、
内
田
富
夫
（
昭
和
十
七
年
十
一
月
八
日
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
十
月
三
日
ま
で
、
大
�
功
（
昭
和
十

三
〇



七
年
八
月
三
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
二
月
十
六
日
ま
で
、
長
瀬
要
石
（
昭

和
十
三
年
一
月
二
十
七
日
、
経
済
企
画
庁
調
整
局
長
）
が
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
、

篠
沢
恭
助
（
昭
和
十
二
年
三
月
一
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、

岩
田
満
泰
（
昭
和
二
十
二
年
二
月
十
一
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が
平
成
十
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十

日
ま
で
、
河
村
悦
孝
（
昭
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
、
モ
ロ
ッ
コ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
二
年
十
月
三
日
か
ら

平
成
十
四
年
十
月
六
日
ま
で
、
浜
中
秀
一
郎
（
昭
和
十
九
年
二
月
十
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十

三
年
二
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
九
月
一
日
ま
で
、
田
波
耕
治
（
昭
和
十
四
年
九
月
十
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
十

三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
志
賀
櫻
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
十
九
日
、
東
京
税
関
長
）
が
平

成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
ま
で
、
岩
下
正
（
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
、
財
務
省
会
計
セ
ン
タ
ー

所
長
）
が
平
成
十
五
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
、
岡
本
巖
（
昭
和
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日
、

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
）
が
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
�
藤
浩
（
昭
和
二
十
八
年
一

月
三
十
一
日
、
経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局
長
）
が
平
成
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
松
井

英
生
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
九
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
商
務
流
通
審
議
官
）
が
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二

三
一



十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
大
村
雅
基
（
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
一
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
七
月
二
十

七
日
か
ら
現
在
ま
で
、
細
川
興
一
（
昭
和
二
十
二
年
六
月
十
七
日
、
財
務
事
務
次
官
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在

ま
で
、
渡
辺
博
史
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
二
十
六
日
、
財
務
省
財
務
官
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
板
東

一
彦
（
昭
和
二
十
九
年
三
月
十
日
、
経
済
産
業
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
。

十
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
有
償
資
金
協
力
業
務
を
担
当
す
る
部
門
）
（
国
際
協
力
銀
行
及
び
海
外
経
済
協
力
基
金

を
含
む
。
）
の
過
去
二
十
年
間
の
役
員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ

て
把
握
で
き
た
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

谷
村
昭
一
（
昭
和
二
年
七
月
六
日
、
経
済
企
画
事
務
次
官
）
が
昭
和
六
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
十
月
四
日
ま
で
、

山
口
光
秀
（
昭
和
二
年
九
月
十
六
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
昭
和
六
十
二
年
十
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
年
五
月
二
十
二
日
ま

で
、
小
川
邦
夫
（
昭
和
十
年
九
月
三
十
日
、
特
許
庁
長
官
）
が
昭
和
六
十
三
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
年
六
月
二
十
五

日
ま
で
、
藤
田
恒
郎
（
昭
和
九
年
五
月
三
十
一
日
、
大
蔵
省
証
券
局
長
）
が
昭
和
六
十
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
年

三
二



六
月
二
十
六
日
ま
で
、
小
宅
庸
夫
（
昭
和
七
年
十
月
二
十
九
日
、
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
元
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
八
月
一
日
ま
で
、
阿
多
忠
明
（
大
正
十
五
年
七
月
二
十
二
日
、
経
済
企
画
庁
調
整
局
審
議
官
）
が

平
成
元
年
六
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
八
年
七
月
一
日
ま
で
、
西
垣
昭
（
昭
和
四
年
十
月
三
十
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成

二
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
年
五
月
二
十
一
日
ま
で
、
赤
倉
啓
之
（
昭
和
十
二
年
四
月
二
十
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房

付
）
が
平
成
二
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
四
年
五
月
二
十
日
ま
で
、
見
学
信
敬
（
昭
和
十
年
十
一
月
一
日
、
中
小
企
業
庁
長

官
）
が
平
成
二
年
七
月
十
六
日
か
ら
平
成
四
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
、
佃
近
雄
（
昭
和
七
年
八
月
十
七
日
、
通
商
産
業
省
大

臣
官
房
付
）
が
平
成
二
年
十
月
四
日
か
ら
平
成
七
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
、
池
田
�
彦
（
昭
和
八
年
二
月
十
六
日
、
在
シ
ド

ニ
ー
日
本
国
総
領
事
館
総
領
事
）
が
平
成
三
年
八
月
二
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
林
昭
彦
（
昭
和
十
二
年
八

月
二
十
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
四
年
七
月
八
日
か
ら
平
成
六
年
六
月
二
十
四
日
ま
で
、
白
鳥
正
喜
（
昭
和

十
二
年
一
月
三
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
四
年
七
月
二
十
日
か
ら
平
成
九
年
七
月
二
十
九
日
ま
で
、
長
田
英
機

（
昭
和
十
五
年
十
一
月
三
十
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が
平
成
六
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
八
年
七
月
二
十
日
ま
で
、
久
保

田
穣
（
昭
和
十
年
九
月
十
五
日
、
パ
キ
ス
タ
ン
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
七
月
三
十

一
日
ま
で
、
勝
村
坦
郎
（
昭
和
六
年
十
二
月
十
日
、
経
済
企
画
事
務
次
官
）
が
平
成
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
五
月
十

三
三



七
日
ま
で
、
小
谷
善
四
郎
（
昭
和
五
年
一
月
三
日
、
国
土
庁
計
画
・
調
整
局
長
）
が
平
成
八
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年

九
月
三
十
日
ま
で
、
清
川
佑
二
（
昭
和
十
七
年
一
月
十
八
日
、
特
許
庁
長
官
）
が
平
成
八
年
七
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
年

七
月
六
日
ま
で
、
長
瀬
要
石
（
昭
和
十
三
年
一
月
二
十
七
日
、
経
済
企
画
庁
調
整
局
長
）
が
平
成
九
年
六
月
十
六
日
か
ら
平

成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
、
内
田
富
夫
（
昭
和
十
七
年
十
一
月
八
日
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平

成
九
年
八
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
二
年
十
月
三
日
ま
で
、
篠
沢
恭
助
（
昭
和
十
二
年
三
月
一
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成

十
年
五
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
林
康
夫
（
昭
和
十
七
年
八
月
五
日
、
中
小
企
業
庁
長
官
）
が
平

成
十
年
七
月
七
日
か
ら
平
成
十
二
年
六
月
二
十
三
日
ま
で
、
保
田
博
（
昭
和
七
年
五
月
十
四
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成

十
一
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
ま
で
、
岩
田
満
泰
（
昭
和
二
十
二
年
二
月
十
一
日
、
中
小
企
業
庁
長

官
）
が
平
成
十
二
年
七
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
河
村
悦
孝
（
昭
和
十
六
年
三
月
三
十
一
日
、
モ
ロ

ッ
コ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
二
年
十
月
三
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
月
六
日
ま
で
、
浜
中
秀
一
郎
（
昭
和
十
九
年

二
月
十
日
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
三
年
二
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
四
年
九
月
一
日
ま
で
、
田
波

耕
治
（
昭
和
十
四
年
九
月
十
日
、
大
蔵
事
務
次
官
）
が
平
成
十
三
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、

志
賀
櫻
（
昭
和
二
十
四
年
一
月
十
九
日
、
東
京
税
関
長
）
が
平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
ま
で
、

三
四



岩
下
正
（
昭
和
二
十
三
年
一
月
一
日
、
財
務
省
会
計
セ
ン
タ
ー
所
長
）
が
平
成
十
五
年
四
月
十
四
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
月

三
十
一
日
ま
で
、
岡
本
巖
（
昭
和
二
十
一
年
六
月
二
十
五
日
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
長
官
）
が
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
上
田
善
久
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
七
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
七
年
六
月

七
日
か
ら
現
在
ま
で
、
�
藤
浩
（
昭
和
二
十
八
年
一
月
三
十
一
日
、
経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局
長
）
が
平
成
十
七
年
十

月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
船
渡
享
向
（
昭
和
二
十
一
年
一
月
一
日
、
会
計
検
査
院
第
五
局
長
）
が
平
成

十
七
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二
月
十
三
日
ま
で
、
松
井
英
生
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
十
九
日
、
経
済
産
業
省

大
臣
官
房
商
務
流
通
審
議
官
）
が
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
大
島
賢
三
（
昭
和
十
八
年

五
月
十
四
日
、
国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
大
村
雅
基

（
昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
一
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
七
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

ま
で
、
中
澤
健
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、

丸
山
淳
一
（
昭
和
二
十
三
年
二
月
十
三
日
、
会
計
検
査
院
事
務
総
長
官
房
付
）
が
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

三
五



独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
有
償
資
金
協
力
業
務
以
外
を
担
当
す
る
部
門
）
（
国
際
協
力
事
業
団
を
含
む
。
）
の
過

去
二
十
年
間
の
役
員
の
う
ち
、
所
管
省
庁
に
お
い
て
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
関
係
書
類
等
に
よ
っ
て
把
握
で
き
た
常

勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
の
氏
名
（
生
年
月
日
、
最
終
官
職
）
及
び
任
期
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

武
士
孝
（
昭
和
二
年
四
月
二
十
二
日
、
関
東
管
区
警
察
局
長
）
が
昭
和
五
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
七
月
三
十
一

日
ま
で
、
古
閑
俊
彦
（
昭
和
三
年
四
月
十
六
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六
十
年
五
月
二
日
か
ら
平
成
二
年
七

月
三
十
一
日
ま
で
、
村
山
正
祐
（
昭
和
二
年
十
月
十
二
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
参
事
官
）
が
昭
和
六
十
年
六
月
十
日
か
ら
平

成
二
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
玉
光
弘
明
（
昭
和
七
年
九
月
九
日
、
関
東
地
方
建
設
局
長
）
が
昭
和
六
十
一
年
八
月
一
日
か

ら
平
成
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
川
村
知
也
（
昭
和
八
年
三
月
三
日
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
昭
和

六
十
二
年
八
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
年
一
月
二
十
二
日
ま
で
、
佐
野
宏
哉
（
昭
和
五
年
四
月
十
九
日
、
水
産
庁
長
官
）
が
昭

和
六
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
柳
谷
謙
介
（
大
正
十
三
年
六
月
十
九
日
、
外
務
事
務
次
官
）

が
昭
和
六
十
三
年
一
月
八
日
か
ら
平
成
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
中
村
順
一
（
昭
和
九
年
十
一
月
二
十
六
日
、
ベ
ル
ギ
ー

国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
昭
和
六
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
平
成
三
年
八
月
五
日
ま
で
、
岸
薫
夫
（
大
正
十
四
年
三
月
二
十

七
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
昭
和
六
十
三
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
六
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
田
口
俊
郎

三
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（
昭
和
七
年
十
一
月
十
三
日
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
技
術
総
括
審
議
官
）
が
平
成
元
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
七
月
三

十
一
日
ま
で
、
数
原
孝
憲
（
昭
和
十
年
二
月
十
一
日
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
二
年
一
月
二
十
三

日
か
ら
平
成
四
年
五
月
二
十
六
日
ま
で
、
眞
木
秀
郎
（
昭
和
九
年
八
月
五
日
、
農
林
水
産
審
議
官
）
が
平
成
二
年
六
月
一
日

か
ら
平
成
八
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
中
島
公
明
（
昭
和
十
四
年
六
月
十
六
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
審
議
官
）
が
平
成
二
年

八
月
一
日
か
ら
平
成
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
秋
本
勝
彦
（
昭
和
五
年
十
二
月
六
日
、
会
計
検
査
院
事
務
総
長
）
が
平
成

二
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
五
年
四
月
三
十
日
ま
で
、
田
守
栄
一
（
昭
和
十
三
年
七
月
八
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が

平
成
二
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
渡
辺
允
（
昭
和
十
一
年
五
月
九
日
、
宮
内
庁
侍
従
長
）
が
平
成
三

年
八
月
六
日
か
ら
平
成
五
年
十
一
月
一
日
ま
で
、
黒
川
剛
（
昭
和
七
年
九
月
十
五
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大

使
）
が
平
成
四
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
五
年
十
月
五
日
ま
で
、
吉
田
道
弘
（
昭
和
十
三
年
八
月
十
六
日
、
大
蔵
省
関
税

局
長
）
が
平
成
四
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
七
年
六
月
八
日
ま
で
、
佐
藤
清
（
昭
和
十
年
二
月
十
六
日
、
四
国
地
方
建
設
局

長
）
が
平
成
四
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
立
花
昌
雄
（
昭
和
十
一
年
五
月
五
日
、
近
畿
管
区
警
察

局
長
）
が
平
成
五
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
七
月
二
十
一
日
ま
で
、
青
木
盛
久
（
昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
三
日
、
ケ
ニ

ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
五
年
十
月
六
日
か
ら
平
成
六
年
十
一
月
一
日
ま
で
、
高
橋
雅
二
（
昭
和
十
二
年
七
月
七

三
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日
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
五
年
十
一
月
二
日
か
ら
平
成
七
年
三
月
七
日
ま
で
、
沢
田
仁
（
昭

和
八
年
十
月
二
十
九
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
六
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
、
藤
田
公

郎
（
昭
和
七
年
八
月
二
十
三
日
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
六
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
二
年
八
月

三
十
一
日
ま
で
、
松
本
紘
一
（
昭
和
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
六

年
十
一
月
二
日
か
ら
平
成
九
年
十
二
月
一
日
ま
で
、
木
島
輝
夫
（
昭
和
十
四
年
一
月
五
日
、
ア
ル
ゼ
ン
テ
ィ
ン
国
駐
箚
特
命

全
権
大
使
）
が
平
成
七
年
三
月
八
日
か
ら
平
成
十
年
一
月
九
日
ま
で
、
小
山
嘉
昭
（
昭
和
十
七
年
六
月
二
十
七
日
、
大
蔵
省

大
臣
官
房
付
）
が
平
成
七
年
六
月
九
日
か
ら
平
成
九
年
一
月
二
十
日
ま
で
、
大
角
恒
生
（
昭
和
十
五
年
十
二
月
十
日
、
通
商

産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
七
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
九
年
六
月
二
十
五
日
ま
で
、
亀
若
誠
（
昭
和
十
六
年
三
月
七
日
、

農
林
水
産
省
大
臣
官
房
技
術
総
括
審
議
官
）
が
平
成
七
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
眞
鍋
武
紀

（
昭
和
十
五
年
四
月
三
日
、
農
林
水
産
審
議
官
）
が
平
成
八
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
六
月
三
日
ま
で
、
目
崎
八
郎
（
昭

和
十
八
年
二
月
八
日
、
大
蔵
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
安
本
皓
信

（
昭
和
十
九
年
一
月
二
十
四
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
九
年
七
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
一
年
七
月
十
二
日
ま

で
、
山
田
昭
郎
（
昭
和
十
七
年
九
月
十
八
日
、
会
計
検
査
院
第
三
局
長
）
が
平
成
九
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
三
年
九

三
八



月
三
十
日
ま
で
、
木
谷
隆
（
昭
和
十
五
年
三
月
九
日
、
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
九
年
十
二
月
二
十
二
日
か
ら
平
成
十
二
年

一
月
十
六
日
ま
で
、
伊
集
院
明
夫
（
昭
和
十
五
年
十
一
月
三
日
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
年
一

月
十
日
か
ら
平
成
十
一
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で
、
広
海
正
光
（
昭
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
、
通
商
産
業
省
大
臣
官
房

付
）
が
平
成
十
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
泉
堅
二
郎
（
昭
和
二
十
年
五
月
十
七
日
、
四
国
地
方

建
設
局
長
）
が
平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
二
十
八
日
ま
で
、
東
久
雄
（
昭
和
十
四
年
十
月
十
三
日
、
農
林

水
産
審
議
官
）
が
平
成
十
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
大
津
幸
男
（
昭
和
十
九
年
四
月
十
一
日
、
通

商
産
業
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
一
年
七
月
十
三
日
か
ら
平
成
十
三
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
、
�
島
有
終
（
昭
和
十
七
年

三
月
十
五
日
、
ド
イ
ツ
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
九
月
十
九
日
ま
で
、
斉
藤

邦
彦
（
昭
和
十
年
二
月
二
日
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
八
月

三
十
一
日
ま
で
、
�
木
信
毅
（
昭
和
十
八
年
九
月
四
日
、
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
技
術
総
括
審
議
官
）
が
平
成
十
三
年
八
月

一
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
川
上
隆
朗
（
昭
和
十
三
年
八
月
二
十
九
日
、
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
三

年
九
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
島
田
尚
武
（
昭
和
二
十
年
五
月
五
日
、
警
察
庁
長
官
官
房
国
際
部
長
）

が
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
藤
本
裕
（
昭
和
十
五
年
十
月
三
十
一
日
、
通
商
産
業
省
通

三
九



商
産
業
検
査
所
長
）
が
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
、
吉
永
國
光
（
昭
和
二
十
年
十
一
月
二

十
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
四
年
八
月
十
八
日
か
ら
平
成
十
七
年
五
月
二
十
五
日
ま
で
、
松
井
靖
夫
（
昭
和
二

十
年
十
一
月
十
八
日
、
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
四
年
九
月
二
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
九
日
ま
で
、
畠
中
篤
（
昭
和

十
五
年
七
月
二
十
九
日
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
駐
箚
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
九
月
三

十
日
ま
で
、
上
田
善
久
（
昭
和
二
十
六
年
三
月
十
七
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
十
七
年
六
月
七
日
か
ら
現
在
ま
で
、

船
渡
享
向
（
昭
和
二
十
一
年
一
月
一
日
、
会
計
検
査
院
第
五
局
長
）
が
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
年
十
二

月
十
三
日
ま
で
、
大
島
賢
三
（
昭
和
十
八
年
五
月
十
四
日
、
国
際
連
合
日
本
政
府
代
表
部
在
勤
特
命
全
権
大
使
）
が
平
成
十

九
年
十
月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
中
澤
健
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
、
財
務
省
大
臣
官
房
付
）
が
平
成
二
十
年
十

月
一
日
か
ら
現
在
ま
で
、
丸
山
淳
一
（
昭
和
二
十
三
年
二
月
十
三
日
、
会
計
検
査
院
事
務
総
長
官
房
付
）
が
平
成
二
十
一
年

一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
で
あ
る
。

十
二
に
つ
い
て

公
務
員
の
天
下
り
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
特
定
の
民
間
企
業
、
団
体
等
と
の
癒
着
や
行
政
の
無
駄
な
ど
の
原
因
と
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
点
に
関
し
、
国
民
か
ら
の
厳
し
い
批
判
が
あ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

四
〇



現
内
閣
に
お
い
て
は
、
天
下
り
の
あ
っ
せ
ん
の
根
絶
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
の
閣
議
に
お
け
る
鳩

山
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
に
基
づ
き
、
公
務
員
の
再
就
職
に
つ
い
て
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
直
ち
に
禁
止
す
る
と
と

も
に
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
も
、
組
織
の
改
廃
等
に
よ
り
離
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
一

切
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
い
て
、
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー

を
廃
止
し
て
、
再
就
職
等
規
制
違
反
行
為
の
監
視
等
を
行
う
民
間
人
材
登
用
・
再
就
職
適
正
化
セ
ン
タ
ー
を
新
た
に
設
置
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
同
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
は
、
職
員
に
対
す
る
再
就
職
の
援
助
は
組
織
の
改
廃
等
に
伴
い
必
要
な
場

合
を
除
き
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
一


